
　既に障害者手帳を持っている人だけでなく、こ
れから障がいのサービスを利用したいと考えてい
る人でも相談できます。相談は無料です。相談内
容や相談者の身上、家族に関する秘密は守られま
す。気軽に近くの相談員へ相談してください。
◆相談内容の例　障害者手帳取得のための申請、
補装具の購入、就労支援、ヘルパーの利用、施設
入所、家族関係、経済的な問題など

ささえあいの輪
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　市は障がいがある人の地域活動の推進や生活に
関する悩み事の相談に応じるため、身体障害者相
談員４人（任期＝令和４年3月31日まで）と知的
障害者相談員２人（任期＝４年７月31日まで）を
委嘱しています。

障がいの相談は相談員へ障がいの相談は相談員へ

知的障害者相談員

伊藤 昇 さん
＝南寄木＝
☎ 76-3673

熊澤 博 さん
＝上関＝
☎ 77-２435

身体障害者相談員

工藤 正美 さん
＝南平笠＝
☎ 76-4２3１

池田 佐江子 さん
＝寄木新田＝
☎ 76-473０

髙橋 石夫 さん
＝南寄木＝
☎ 76-4459

宇土沢 弘子 さん
＝秋葉＝
☎ 7２-２０8０

保健のひろば
　

県
の
自
殺
死
亡
率（
人
口
10
万
人

当
た
り
の
自
殺
者
数
）は
、
平
成
15

年
に
最
多
の
37
・
８
と
な
り
、
30
年

に
は
20
・
５
に
減
少
し
ま
し
た
が
、

全
国
ワ
ー
ス
ト
３
位
と
依
然
と
し
て

高
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。

　
県
で
は
９
月
を
自
殺
防
止
月
間
と

し
、
自
殺
予
防
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
市
で
も
自
殺
予
防
週
間（
９
月

10
～
16
日
）を
設
け
、市
役
所
結
の
広

場
に
特
設
ブ
ー
ス
を
設
置
。
市
民
と

共
に
自
殺
予

防
に
取
り
組

む
社
会
づ
く

り
に
向
け
て

啓
発
活
動
を

し
ま
す
。

■
心
の
健
康
相
談
会

　
自
分
自
身
や
家
族
の
心
の
悩
み
に

専
門
医
が
応
じ
る
相
談
会
を
開
き
ま

す
。
独
り
で
悩
む
の
で
は
な
く
、
ま

ず
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。要
予
約
。

▼
日
時

10
月
19
日
㈪
午
後
２
時
か

ら
４
時
ま
で

▼
場
所　
市
役
所
本
庁
相
談
室

▼
申
し
込
み
先　
健
康
福
祉
課
健
康

推
進
係（
☎
・
内
線
１
０
９
１
）

９
月
は
県
自
殺
防
止
月
間

９
月
は
県
自
殺
防
止
月
間

「
み
ん
な
で
つ
な
ご
う

「
み
ん
な
で
つ
な
ご
う 

い
の
ち
と
こ
こ
ろ
の
絆
」

い
の
ち
と
こ
こ
ろ
の
絆
」
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■
電
話
で
の
相
談
窓
口

　
予
約
を
し
な
く
て
も
電
話
で
相
談

で
き
る
窓
口
を
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
が

設
け
て
い
ま
す
。
夜
間
対
応
が
可
能

な
窓
口
も
あ
り
ま
す
。

相談窓口 電話番号 受付日時
自殺予防いのちの電話 ０１２０-783-556 毎月１０日　午前８時～翌朝８時

盛岡いのちの電話 ０１9-654-7575 月～土曜日　正午～午後９時日曜日　正午～午後６時
よりそいホットライン ０１２０-２79-２２6 ２4時間
こころの相談電話
（岩手精神保健福祉センター） ０１9-6２２-6955 月～金曜日　午前９時～午後９時

岩手県県央保健所 ０１9-6２9-6574 月～金曜日（祝日を除く）午前９時～午後４時半

市健康福祉課 ０１95-74-２２66 月～金曜日（祝日を除く）午前８時半～午後５時１5分

特設ブースにパンフレット
などを置いています
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